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平
成
20
年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
医
療
制
度
改
革
に

伴
い
、
国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収
が
10
月
か
ら
始

ま
り
ま
す
。
特
別
徴
収
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
10
月
以
降
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
人
の
、
特
別
徴
収

開
始
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
ペ
ー
ジ
下
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
表
を
ご
欄
く
だ
さ
い
。）

年
金
支
給
月
に
、
各
種
受
給
年
金
か
ら
国
民
健
康
保

険
税
を
差
引
い
て
納
め
て
い
た
だ
く
納
付
方
法
で
す
。

以
下
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
場
合
、
特
別
徴
収
と
な

り
ま
す
。

１
　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
65
歳
以
上
75
歳
未

満
の
世
帯
主
で
あ
る
こ
と

２
　
世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
全
員
が
65
歳
以
上

75
歳
未
満
で
あ
る
こ
と

３
　
年
額
18
万
円
以
上
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る
こ
と

４
　
介
護
保
険
料
と
国
民
健
康
保
険
税
の
合
算
額
が
各
支

給
月
の
年
金
支
給
額
の
２
分
の
１
以
下
で
あ
る
こ
と

こ
れ
ら
に
該
当
し
な
い
場
合
は
、
従
来
ど
お
り
納
付
書

お
よ
び
口
座
振
替
で
の
納
付
（
普
通
徴
収
）
と
な
り
ま
す
。

国
民
年
金
・
厚
生
年
金
・
共
済
年
金
な
ど
の
ほ
か
、

遺
族
年
金
・
障
害
者
年
金
な
ど
か
ら
も
差
し
引
か
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
複
数
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合
に

は
、
い
ず
れ
か
１
つ
の
年
金
か
ら
の
差
引
き
と
な
り
ま

す
。従

来
ど
お
り
、
国
民
健
康
保
険
税
は
世
帯
内
の
加
入

者
全
員
の
分
が
世
帯
主
の
名
前
で
課
税
と
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
同
一
世
帯
内
の
加
入
者
全
員
分
の
国
民
健

康
保
険
税
が
、
年
金
か
ら
差
引
か
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
納
付
書
お
よ
び
口
座
振
替
で
の
納
付

（
普
通
徴
収
）
か
ら
、
年
金
か
ら
の
差
引
き
に
納
付
方
法

が
変
わ
る
も
の
で
、
従
来
の
国
民
健
康
保
険
税
の
ほ
か

に
新
た
な
保
険
税
を
納
め
て
い
た
だ
く
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。 差

引
か
れ
る
税
額
は

※
昭
和
８
年
10
月
14
日
以
前
生
ま
れ
の
人
は
、
長
寿
医
療

制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
へ
の
移
行
に
よ
り
国

民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
こ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
平
成
20
年
４
月
１
日
現
在
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
す
。

普通徴収 特別徴収特別徴収特別徴収

普通徴収 特別徴収特別徴収特別徴収

普通徴収 特別徴収特別徴収特別徴収

普通徴収 別徴収特別徴収別徴収

普通徴収 特別徴収特別徴収特別徴収

平成21年度

5月 6月 1月 2月 3月7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成21年 平成22年
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普通徴収普通徴収普通徴収 特別徴収

普通徴収普通徴収普通徴収 特別徴収

普通徴収普通徴収普通徴収 特別徴収

普通徴収普通徴収普通徴収 特特別徴収特

普通徴収普通徴収普通徴収 特別徴収

世帯主の
生年月日

S8.10.15～
S18.4.1

平成20年度

平成20年

4月 5月 6月 1月 2月 3月7月 8月 9月 10月 11月 12月 4月 5

S18.4.2～
S18.10.1

S18.10.2～
S18.12.1

S18.12.2～
S19.2.1

S19.2.2～
S19.4.1

特別徴収されていた世帯主が、
社会保険へ加入したり長寿医
療制度（後期高齢者医療制度）
に移行したとき

同一世帯内の人の新規の国民健
康保険加入、または、修正申告
などで国民健康保険税が増額
されたとき

同一世帯内の国民健康保険加
入者が国民健康保険を離脱、ま
たは、修正申告などで国民健康
保険税が減額されたとき

年金支給額が減額になり、介護
保険料と国民健康保険税の合
算額が各支給月の年金支給額
の２分の１を超えたとき

特別徴収は中止されます。

同一年度内は増額分のみ納付書または口
座振替で納付となります。なお、新規に加
入した人が65歳未満の場合、翌年度から
特別徴収が中止され、納付書または口座
振替での納付となります。

特別徴収は中止されます。中止後は普通
徴収（納付書または口座振替）での納付、
もしくは、還付での精算となります。

特別徴収は中止されます。中止後は普通
徴収（納付書または口座振替）での納付と
なります。

※
長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
へ
移
行
す

る
世
帯
主
の
特
別
徴
収
に
つ
い
て

・
同
一
世
帯
内
に
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
い
な
い
場

合
、
長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
に
移

行
後
は
国
民
健
康
保
険
税
は
課
税
さ
れ
な
く
な
り
ま
す

の
で
、
特
別
徴
収
さ
れ
ま
せ
ん
。

・
同
一
世
帯
内
に
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
い
る
場
合
、

国
民
健
康
保
険
税
は
特
別
徴
収
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
世
帯

主
の
名
前
で
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、
普
通
徴
収
で
の
納

付
と
な
り
ま
す
。


